
社会福祉法人設立認可について

法 人 の 名 称 社会福祉法人恵生会

事 務 所 の 所 在 地 松江市津田町 324 番地

設 立 認 可 年 月 日 平成 27 年 9月 17 日

経 営 す る 事 業 名 保育所

事 業 開 始 予 定 年 月 日 平成 27 年 10 月 1 日

事業を行う施設

名 称 松原保育園 浜佐田保育園 錦新町保育園

所 在 地
松江市津田町 324

番地

松江市浜佐田町545

番地 1

松江市東出雲町錦

新町 5丁目 1番地 4

定 員 保育所 45名 保育所 60名 保育所 120名

規模・構造

165.20 ㎡

・木造 1 階建（専有

部分）

405.36 ㎡

・木造アルミニウム

板スレート葺平家

建

543.81 ㎡

・木造スレート葺平

家建

設 立 時 の 役 員 氏 名

理事長 渡部 明生

理 事  渡部 春生

理 事  佐川 東興

理 事  比良 幸男

理 事  宮内 彰

理 事  金本 勉

監 事  荒木 伸子

監 事  廣江 則光

設 立 当 初 の 予 定 財 産 目録

Ⅰ 資産の部          29,000,000 円

1 基本財産             0 円

（保育所建物は購入後基本財産に編入）

2 運用財産           29,000,000 円

（内訳）

（1）施設運営資金    28,700,000 円

（2）法人運営資金      300,000 円

Ⅱ 負債の部               0 円

Ⅲ 差引正味財産        29,000,000 円

※建物は法人設立後、金融機関からの融資を受けた後に購入予定。


